
議第100号

県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を

求めることについて

上記の議案を提出する。

平成26年 3 月13日

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子

県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議

決を求めることについて

地方財政法（昭和23年法律第 109 号）第27条第 2 項の規定に基づき、平成25年度において県の

行う次の建設事業に要する経費について、関係市町が負担すべき金額を定めることにつき、議決

を求める。

負 担 す べ き 金 額
事 業 名 関係市町名

既 決 額 増 減 額 計
円 円 円

補 助 林 道 事 業 長 浜 市 1,420,000 82,000 1,502,000

米 原 市 3,230,000 103,000 3,333,000

計 4,650,000 185,000 4,835,000

県営経営体育成基盤整 彦 根 市 1,800,000 △ 675,000 1,125,000
備事業

長 浜 市 5,555,000 1,250,000 6,805,000

湖 南 市 1,250,000 △ 35,000 1,215,000

計 8,605,000 540,000 9,145,000

県営中山間地域総合整 東 近 江 市 3,150,000 △ 322,000 2,828,000
備事業

計 3,150,000 △ 322,000 2,828,000

県営みずすまし事業 東 近 江 市 13,650,000 △ 4,757,000 8,893,000

計 13,650,000 △ 4,757,000 8,893,000

県営農村振興総合整備 長 浜 市 2,400,000 171,000 2,571,000
事業

守 山 市 10,000,000 △ 10,000,000 －

計 12,400,000 △ 9,829,000 2,571,000

県営農村地域再生可能 長 浜 市 1,397,000 1,396,000 2,793,000
エネルギー施設整備事
業 計 1,397,000 1,396,000 2,793,000

単独道路改築事業 大 津 市 33,052,650 4,750,200 37,802,850

彦 根 市 5,222,550 1,962,900 7,185,450
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負 担 す べ き 金 額
事 業 名 関係市町名

既 決 額 増 減 額 計
円 円 円

長 浜 市 16,633,500 △ 389,250 16,244,250

近 江八幡市 15,483,450 △ 3,994,650 11,488,800

草 津 市 10,727,600 1,343,000 12,070,600

守 山 市 6,851,600 8,164,000 15,015,600

栗 東 市 23,751,200 △ 15,850,200 7,901,000

甲 賀 市 10,681,800 △ 1,213,200 9,468,600

野 洲 市 8,523,000 259,600 8,782,600

湖 南 市 5,982,600 △ 5,961,000 21,600

高 島 市 14,005,950 △ 1,087,650 12,918,300

東 近 江 市 23,550,600 16,620,750 40,171,350

米 原 市 3,537,600 △ 106,500 3,431,100

日 野 町 6,829,950 △ 5,448,900 1,381,050

竜 王 町 3,363,000 △ 1,058,600 2,304,400

愛 荘 町 2,588,550 3,256,800 5,845,350

豊 郷 町 1,261,200 1,047,450 2,308,650

甲 良 町 331,950 570,900 902,850

多 賀 町 6,008,250 △ 3,781,350 2,226,900

計 198,387,000 △ 915,700 197,471,300

補助急傾斜地崩壊対策 大 津 市 5,510,000 △ 1,417,161 4,092,839
事業

長 浜 市 3,710,000 △ 323,380 3,386,620

近 江八幡市 5,950,000 1,000,000 6,950,000

高 島 市 3,550,000 339,850 3,889,850

米 原 市 400,000 166,529 566,529

多 賀 町 11,800,000 1,475,000 13,275,000

計 30,920,000 1,240,838 32,160,838

補助急傾斜地総合流域 長 浜 市 7,548,000 52,000 7,600,000
防災事業

栗 東 市 6,500,000 △ 1,200,000 5,300,000

甲 賀 市 5,000,000 △ 984,090 4,015,910

高 島 市 5,672,000 4,132,090 9,804,090

日 野 町 5,100,000 △ 1,550,000 3,550,000

計 29,820,000 450,000 30,270,000

補助都市計画街路事業 彦 根 市 120,375,000 △ 61,875,000 58,500,000

守 山 市 72,102,272 △ 9,102,272 63,000,000
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負 担 す べ き 金 額
事 業 名 関係市町名

既 決 額 増 減 額 計
円 円 円

栗 東 市 1,022,727 △ 1,022,727 －

甲 賀 市 47,250,000 54,000,000 101,250,000

東 近 江 市 56,250,000 18,000,000 74,250,000

計 296,999,999 1 297,000,000

単独都市計画街路事業 大 津 市 2,628,000 △ 1,314,000 1,314,000

彦 根 市 6,319,200 1,583,700 7,902,900

守 山 市 7,591,440 △ 226,440 7,365,000

栗 東 市 1,167,960 444,840 1,612,800

甲 賀 市 3,930,000 900,000 4,830,000

東 近 江 市 1,386,900 △ 1,279,800 107,100

計 23,023,500 108,300 23,131,800

都 市 公 園 事 業 野 洲 市 5,154,000 △ 61,119 5,092,881

計 5,154,000 △ 61,119 5,092,881

ただし、関係市町の事業費に増減があった場合においては、知事は、その増減の額に応

じて負担すべき金額を変更することができる。

（参考）

平成25年10月11日議決の「県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額

を定めることにつき議決を求めることについて（議第 170 号）」の金額を改めようとするもので

ある。
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